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〇
外
務
省
告
示
第
三
百
九
十
号

「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
を
改

正
す
る
議
定
書
」（
令
和
五
年
条
約
三
号
）
は
、
世
界
貿
易

機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
第
十
条
３
の
規
定
に

従
い
、
令
和
七
年
九
月
十
五
日
に
効
力
を
生
じ
た
。

な
お
、
同
議
定
書
の
締
約
国
は
、
令
和
七
年
九
月
十
五

日
現
在
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
、ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
共
和
国
、
バ
ー
レ
ー
ン
王
国
、
バ
ル
バ
ド
ス
、

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
一
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
七

条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
労
働
局
長
が
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
（
以
下
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。）を
取
り
消
し
た

者
に
つ
い
て
、登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間（
以

下
「
欠
格
期
間
」
と
い
う
。）を
指
定
す
る
際
に
従
う
べ
き

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

欠
格
期
間
は
、
登
録
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て

十
年
と
す
る
。

二

都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
違
反
し
て
不
正
に
交
付
し
た
技
能
講
習
修

了
証
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
書
面
の
回
収
の
状
況
、

不
正
に
交
付
し
た
事
実
に
係
る
自
主
的
な
申
告
の
有

無
、
回
収
へ
の
協
力
の
程
度
及
び
情
状
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
前
号
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
欠
格
期
間
を
登
録
の
取
消
し
の
日
か
ら

起
算
し
て
十
年
未
満
の
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
欠
格
期
間
は
、年
を
単
位
と
し
、

二
年
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。
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〔
法
規
的
告
示
〕

〇
労
働
安
全
衛
生
法
第
七
十
七
条
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
（
厚
生
労
働
二
六
八
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ

協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
効
力
発
生
に

関
す
る
件
（
外
務
三
九
〇
）

〇
ソ
マ
リ
ア
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
モ
ガ

デ
ィ
シ
ュ
の
漁
業
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け

る
持
続
可
能
な
漁
業
管
理
及
び
漁
獲
後
処

理
の
た
め
の
拠
点
整
備
計
画
の
た
め
の
贈

与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
連
合
食

糧
農
業
機
関
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関

す
る
件
（
同
三
九
一
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
四
七
八
〜
一
四
八
五
）

〇
特
定
水
産
資
源
（
す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋

系
群
、す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北
部
系
群
、

す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す

け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、

ぶ
り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
））に
関
す
る
令

和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を
公
表
す

る
件
の
一
部
を
変
更
す
る
件

（
同
一
四
八
六
、
一
四
八
七
）

〇
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第

四
号
の
規
定
に
基
づ
く
災
害
及
び
地
域
を

指
定
す
る
件
（
経
済
産
業
一
四
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
七
五
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
部
地
方
整
備
局
八
九
〜
九
一
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
岐
阜
県
公
安
委
一
四
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
愛
知
県
公
安
委
二
六
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
三
重
県
公
安
委
三
二
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
京
都
府
公
安
委
一
四
九
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
大
阪
府
公
安
委
一
三
四
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
兵
庫
県
公
安
委
二
〇
一
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
鳥
取
県
公
安
委
一
〇
〇
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
島
根
県
公
安
委
一
六
）

〇
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
係
る
公
示
事

項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
岡
山
県
公
安
委
一
三
三
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

財
務
省

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

労

働

最
低
賃
金
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
静
岡
労
働
局
最
低
賃
金
公
示
一
、
熊
本
同

一
、
大
分
同
一
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
一
〇
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他


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ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ベ
リ
ー
ズ
、
ベ
ナ
ン
共
和
国
、
ボ
ツ
ワ

ナ
共
和
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
連
邦
共
和
国
、
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル

サ
ラ
ー
ム
国
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
、

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ
共
和
国
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
王
国
、
カ
メ
ル
ー

ン
共
和
国
、
カ
ナ
ダ
、
チ
ャ
ド
共
和
国
、
チ
リ
共
和
国
、

中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
、コ
モ
ロ
連
合
、

コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
共
和
国
、

キ
ュ
ー
バ
共
和
国
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
、
ク
ロ
ア
チ
ア

共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
、チ
ェ
コ
共
和
国
、デ
ン
マ
ー

ク
王
国
、
ド
ミ
ニ
カ
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
共
和
国
、
エ
ス
ト

ニ
ア
共
和
国
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和

国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
ガ
ボ
ン
共
和
国
、
ガ
ン
ビ
ア
共

和
国
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
ガ
ー
ナ
共

和
国
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
、
グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
、
ハ
イ

チ
共
和
国
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
日
本
国
、

ヨ
ル
ダ
ン
・
ハ
シ
ェ
ミ
ッ
ト
王
国
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和

国
、
ケ
ニ
ア
共
和
国
、
大
韓
民
国
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
、
ラ

オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
、
レ
ソ
ト
王

国
、
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
、

マ
ラ
ウ
イ
共
和
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、マ
ル
タ
共
和
国
、モ
ー

リ
シ
ャ
ス
共
和
国
、
モ
ル
ド
バ
共
和
国
、モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、

ネ
パ
ー
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ニ

カ
ラ
グ
ア
共
和
国
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
、
北
マ

ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、
パ
キ
ス
タ
ン
・

イ
ス
ラ
ム
共
和
国
、
パ
ナ
マ
共
和
国
、
ペ
ル
ー
共
和
国
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
共
和
国
、
カ
タ
ー
ル
国
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、ロ
シ
ア
連
邦
、

ル
ワ
ン
ダ
共
和
国
、
セ
ン
ト
ル
シ
ア
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

王
国
、
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
、
セ
ー
シ
ェ
ル
共
和
国
、
シ
エ

ラ
レ
オ
ネ
共
和
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
共
和
国
、
南
ア
フ
リ

カ
共
和
国
、
ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
、
ス
ロ

バ
キ
ア
共
和
国
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
、ス
ペ
イ
ン
王
国
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ス
イ
ス
連
邦
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民

主
共
和
国
、
ト
ー
ゴ
共
和
国
、
ト
ン
ガ
王
国
、
ト
ル
コ
共

和
国
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
グ
レ
ー
ト

ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
、
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主

義
共
和
国
、
ザ
ン
ビ
ア
共
和
国
、
欧
州
連
合
、中
国
香
港
、

中
国
マ
カ
オ
並
び
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
、
金
門
及
び
馬
祖

か
ら
成
る
独
立
の
関
税
地
域

令
和
七
年
十
月
二
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
外
務
省
告
示
第
三
百
九
十
一
号

令
和
七
年
九
月
十
二
日
に
ナ
イ
ロ
ビ
（
ケ
ニ
ア
）
で
、

ソ
マ
リ
ア
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
の
漁
業

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
持
続
可
能
な
漁
業
管
理
及
び
漁

獲
後
処
理
の
た
め
の
拠
点
整
備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関

す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
連
合
食
糧
農
業
機

関
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

モ
ガ
デ
ィ
シ
ュ
の
漁
業
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
持
続
可
能
な
漁
業
管
理
及
び
漁

獲
後
処
理
の
た
め
の
拠
点
整
備
計
画
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

二
億
八
千
九
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

松
浦
博
司
在
ソ
マ
リ
ア

大
使
（
ケ
ニ
ア
に
て
兼

轄
）

国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
側

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ペ
ー

タ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
在
ソ

マ
リ
ア
事
務
所
代
表

令
和
七
年
十
月
二
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
七
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
大

字
樋
口
字
河
子
沢
三
九
の
一
、
三
九
の
一
四
、
三
九
の

一
五
、
三
九
の
二
三
か
ら
三
九
の
三
五
ま
で
、
字
佛
沢

四
〇
の
一
か
ら
四
〇
の
三
ま
で
、
字
横
蕗
四
一
の
一
か

ら
四
一
の
三
ま
で
、
字

ノ
沢
四
二
の
一
（
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）、
四
二
の
三
、
四
二
の
五
、
四
二

の
六
、
四
二
の
八
か
ら
四
二
の
一
一
ま
で
、
字
前
林
四

三
の
一
か
ら
四
三
の
四
ま
で
、
四
三
の
六
七
、
字
大

保
四
五
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
長
野
県
庁
及
び
辰
野
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
七
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鹿
児
島
県
志
布
志
市
有
明
町

伊
﨑
田
字
三
方
境
三
九
六
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鹿

児
島
県
庁
及
び
志
布
志
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鹿
児
島
県
曽
於
市
大
隅
町
中

之
内
字
川
頭
三
二
三
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
三
二
三
二
の
四
、
三
二
三
五
、
字
椋
段
三
五
三

〇
の
五
、
三
五
四
一
の
一
、
三
五
四
一
の
三
、
三
五
四

一
の
五
、
三
五
四
一
の
八
、
三
五
四
一
の
一
二

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
鹿
児
島
県
庁
及
び
曽
於
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鹿
児
島
県
曽
於
市
財
部
町
南

俣
字
轟
木
八
七
四
二
の
四
か
ら
八
七
四
二
の
八
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鹿

児
島
県
庁
及
び
曽
於
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鹿
児
島
県
曽
於
市
財
部
町
下

財
部
字
松
箒
四
一
二
九
の
一
三
、
四
一
二
九
の
二
五
、

字
中
山
六
八
〇
一
の
五
六
、
六
八
〇
一
の
六
九
、
六
八

〇
二
の
二
八
、
六
八
〇
二
の
二
九
、六
八
〇
六
の
一
八
、

六
八
〇
六
の
二
〇
、
六
八
〇
六
の
二
八
、
六
八
〇
六
の

三
八
、
六
八
〇
六
の
三
九
、
六
八
〇
六
の
四
七
、
六
八

〇
六
の
六
九

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養





次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。）で
こ
れ
に
対

応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改
正

後
改

正
前

す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
日

本
海
北
部
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南

部
、
す
け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、
ぶ

り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
東
部
太
平

洋
条
約
海
域
）
に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
す
け

と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北

部
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す

け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
及
び
み
な
み

ま
ぐ
ろ
に
あ
っ
て
は
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

３
月
31日

ま
で
、
ぶ
り
に
係
る
大
臣
管
理
区
分
に

あ
っ
て
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
翌
年
６
月
30日

ま
で
、
ぶ
り
に
係
る
都
道
府
県
に
お
け
る
管
理
に

あ
っ
て
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、秋
田
県
、

山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、

大
阪
府
、
香
川
県
及
び
大
分
県
に
つ
い
て
は
令
和
７

年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31日
ま
で
、
北
海
道
、

神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、福
井
県
、

静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
京
都
府
、
兵
庫
県
、

和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、広
島
県
、

山
口
県
、
徳
島
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、

佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
宮
崎
県
及
び
鹿
児
島

県
に
つ
い
て
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
翌
年
６
月

30日
ま
で
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
）

に
あ
っ
て
は
令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
同
年
12月
31

日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け
る
漁
業
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
数

量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
日

本
海
北
部
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南

部
、
す
け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、
ぶ

り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
東
部
太
平

洋
条
約
海
域
）
に
関
す
る
令
和
７
管
理
年
度
（
す
け

と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北

部
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す

け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
及
び
み
な
み

ま
ぐ
ろ
に
あ
っ
て
は
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
翌
年

３
月
31日

ま
で
、
ぶ
り
に
係
る
大
臣
管
理
区
分
に

あ
っ
て
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
翌
年
６
月
30日

ま
で
、
ぶ
り
に
係
る
都
道
府
県
に
お
け
る
管
理
に

あ
っ
て
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、秋
田
県
、

山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、

大
阪
府
、
香
川
県
及
び
大
分
県
に
つ
い
て
は
令
和
７

年
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
31日
ま
で
、
北
海
道
、

神
奈
川
県
、
新
潟
県
、
富
山
県
、
石
川
県
、福
井
県
、

静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
京
都
府
、
兵
庫
県
、

和
歌
山
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、広
島
県
、

山
口
県
、
徳
島
県
、
愛
媛
県
、
高
知
県
、
福
岡
県
、

佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
宮
崎
県
及
び
鹿
児
島

県
に
つ
い
て
は
令
和
７
年
７
月
１
日
か
ら
翌
年
６
月

30日
ま
で
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
）

に
あ
っ
て
は
令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
同
年
12月
31

日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。）に
お
け
る
漁
業
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。）第
15条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
数

量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
～
第
四
（
略
）

第
一
～
第
四
（
略
）

第
五
す
る
め
い
か

第
五
す
る
め
い
か

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

令和年月日 木曜日 第号官 報
三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鹿

児
島
県
庁
及
び
曽
於
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

愛
知
県
豊
田
市
御
蔵
町
長
沢

一
か
ら
四
ま
で
、
五
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
愛

知
県
庁
及
び
豊
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
美
郷
町
南

郷
上
渡
川
字
小
野
々
原
三
一
四
三
の
二
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮

崎
県
庁
及
び
美
郷
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

島
根
県
邑
智
郡
美
郷
町
都
賀

行
八
六
の
一
、
八
六
の
二
、
八
七
の
二
、八
一
六
の
三
、

八
一
七
、
八
一
九

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。都

賀
行
八
六
の
二
・
八
七
の
二
・
八
一
六
の

三
・
八
一
九
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
美
郷
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
三
月
七
日
農

林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
十
二
号
（
特
定
水
産
資
源
（
す
け
と
う
だ
ら
太
平
洋
系
群
、
す
け
と
う
だ
ら
日
本
海
北
部
系

群
、
す
け
と
う
だ
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
南
部
、
す
け
と
う
だ
ら
根
室
海
峡
、
す
る
め
い
か
、
ぶ
り
、
み
な
み
ま
ぐ
ろ
及
び

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
））に
関
す
る
令
和
七
管
理
年
度
に
お
け
る
漁
業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
数
量
を
公
表
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎





三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）
法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン）

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項
第３号関係）
法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。

（単位：トン）

大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量 大臣管理区分 大臣管理漁獲可能量

（略） （略） （略） （略）

するめいか小
型するめいか
釣り漁業

4200


するめいか小
型するめいか
釣り漁業

3500


（略） （略） （略） （略）

第六～第八 （略） 第六～第八 （略）

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対

応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め る 。

改 正 後 改 正 前

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年
３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、

すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ（東部太平
洋条約海域）に関する令和７管理年度（すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和７年４月１日から翌年
３月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分に
あっては令和７年７月１日から翌年６月30日
まで、ぶりに係る都道府県における管理に
あっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、

第一～第四 （略） 第一～第四 （略）
第五 するめいか 第五 するめいか
一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関
係）

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関
係）

25800


トン 19200


トン
二・三 （略） 二・三 （略）
第六～第八 （略） 第六～第八 （略）

大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

大阪府、香川県及び大分県については令和７
年４月１日から翌年３月31日まで、北海道、
神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、
静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島
県については令和７年７月１日から翌年６月
30日まで、くろまぐろ（東部太平洋条約海域）
にあっては令和７年１月１日から同年12月31
日までの期間をいう。）における漁業法（以下
「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数
量は、次のとおりとする。

災 害 名 地 域 指 定 の 期 間

令 和 七 年 台 風 第 十 二 号 に 伴 う 災 害 鹿 児 島 県 南 さ つ ま 市 令 和 七 年 八 月 二 十 一 日 か

ら 令 和 八 年 一 月 一 日 ま で

令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 四 百 八 十 七 号

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 令 和 七 年 三 月 七 日 農

林 水 産 省 告 示 第 三 百 六 十 二 号 （ 特 定 水 産 資 源 （ す け と う だ ら 太 平 洋 系 群 、 す け と う だ ら 日 本 海 北 部 系

群 、 す け と う だ ら オ ホ ー ツ ク 海 南 部 、 す け と う だ ら 根 室 海 峡 、 す る め い か 、 ぶ り 、 み な み ま ぐ ろ 及 び

く ろ ま ぐ ろ （ 東 部 太 平 洋 条 約 海 域 ） ） に 関 す る 令 和 七 管 理 年 度 に お け る 漁 業 法 第 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 数 量 を 公 表 す る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 変 更 し た の で 、 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 五 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。

令 和 七 年 十 月 二 日 農 林 水 産 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 浅 尾 慶 一 郎

〇 経 済 産 業 省 告 示 第 百 四 十 七 号

中 小 企 業 信 用 保 険 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 四 号 ） 第 二 条 第 五 項 第 四 号 の 規 定 に 基 づ き 、 同

号 の 災 害 及 び 地 域 を 次 の よ う に 指 定 す る 。

令 和 七 年 十 月 二 日 経 済 産 業 大 臣 武 藤 容 治

〇 東 北 地 方 整 備 局 告 示 第 七 十 五 号

道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 自 動 車

専 用 道 路 を 指 定 す る の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 十 月 二 日 か ら 二 週 間 国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局 及 び 同 局 湯 沢 河 川 国 道 事

務 所 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 七 年 十 月 二 日 東 北 地 方 整 備 局 長 西 村 拓

一 道 路 の 種 類 一 般 国 道

二 路 線 名 十 三 号

三 指 定 す る 道 路 の 部 分

区 間 敷 地 の 幅 員 延 長

メ ー ト ル キ ロ メ ー ト ル

湯 沢 市 小 野 字 大 沢 田 二 七 四 番 一 か ら 同 市 桑 崎 字 上 谷 地 二 六 一

番 一 ま で

二 七 五 二 〇 〜 四 八 二 〇 〇 ・ 四 八 三

四 指 定 す る 期 日 令 和 七 年 十 月 二 日





令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
九
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

中
部
地
方
整
備
局
長

森
本

輝

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
十
一
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

高
山
市
一
之
宮
町
字
薄
越
七
七
九
七
番
一
か
ら
同
市
一
之
宮

町
字
薄
越
七
七
九
八
番
八
ま
で

前後

一
八
・
八
〇
〜
二
三
・
八
〇

一
八
・
八
〇
〜
五
六
・
八
五

〇
・
〇
三
七

〇
・
〇
三
七

図
面
縦
覧
場
所

中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
高
山
国
道
事
務
所

〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

中
部
地
方
整
備
局
長

森
本

輝

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

二
十
三
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

豊
橋
市
神
野
新
田
町
字
沖
ノ
島
一
三
五
番
一
か
ら
同
市
神
野

新
田
町
字
沖
ノ
島
一
一
二
番
一
ま
で

前後

五
七
・
八
二
〜
五
九
・
一
四

五
九
・
三
〇
〜
六
〇
・
八
八

〇
・
〇
一
六

〇
・
〇
一
六

豊
橋
市
前
芝
町
字
浜
新
田
四
一
番
二
か
ら
同
市
前
芝
町
字
西

青
一
五
四
番
一
ま
で

前後

三
二
・
〇
二
〜
五
〇
・
一
八

三
二
・
〇
二
〜
五
〇
・
一
八

〇
・
〇
一
〇

〇
・
〇
一
〇

安
城
市
和
泉
町
南
梶
二
八
番
五
か
ら
同
市
和
泉
町
南
梶
二
八

番
一
ま
で

前後

四
〇
・
四
七
〜
四
六
・
六
二

四
〇
・
四
七
〜
四
七
・
一
五

〇
・
〇
一
七

〇
・
〇
一
七

安
城
市
和
泉
町
七
ツ
田
四
二
番
地
内

前後

二
六
・
三
八
〜
三
四
・
一
八

二
六
・
五
九
〜
三
四
・
一
八

〇
・
〇
〇
七

〇
・
〇
〇
七

図
面
縦
覧
場
所

中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
名
古
屋
国
道
事
務
所

〇
中
部
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
一
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

中
部
地
方
整
備
局
長

森
本

輝

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

二
十
三
号

安
城
市
和
泉
町
南
梶
二
八
番
五
か
ら
同
市
和
泉
町
南
梶
二
八
番
一

ま
で

中
部
地
方
整
備
局
及
び
同
局
名

古
屋
国
道
事
務
所

〃

安
城
市
和
泉
町
七
ツ
田
四
二
番
地
内

〃

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
月
二
日

〇
岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
四
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会
委
員
長

林

正
子

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示

第
一
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
六

代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示

第
一
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
神

戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
三
重
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

三
重
県
公
安
委
員
会
委
員
長

吉
田
す
み
江

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
三
重
県
公
安
委
員
会
告
示

第
百
四
十
一
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団

等
（
六
代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
三
重
県
公
安
委
員
会
告
示

第
百
四
十
一
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団

等
（
神
戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
愛
知
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

愛
知
県
公
安
委
員
会
委
員
長

中
尾

友
紀

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
愛
知
県
公
安
委
員
会
告
示

第
一
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
六

代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
愛
知
県
公
安
委
員
会
告
示

第
一
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
神

戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
京
都
府
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
九
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

京
都
府
公
安
委
員
会
委
員
長

在
田

正
秀

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
京
都
府
公
安
委
員
会
告
示

第
三
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
六

代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で


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二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
京
都
府
公
安
委
員
会
告
示

第
三
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
神

戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
大
阪
府
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
四
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

大
阪
府
公
安
委
員
会
委
員
長

内

宏
治

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
大
阪
府
公
安
委
員
会
告
示

第
二
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
六

代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
大
阪
府
公
安
委
員
会
告
示

第
二
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
神

戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
兵
庫
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
一
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

兵
庫
県
公
安
委
員
会
委
員
長

津
田

隆
雄

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
兵
庫
県
公
安
委
員
会
告
示

第
二
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
六

代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
一
月
七
日
兵
庫
県
公
安
委
員
会
告
示

第
二
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
（
神

戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
鳥
取
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

鳥
取
県
公
安
委
員
会
委
員
長

久
本

雅
義

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
鳥
取
県
公
安
委
員
会
告
示

第
六
十
五
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
六
代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
鳥
取
県
公
安
委
員
会
告
示

第
六
十
五
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
神
戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
島
根
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
六
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

島
根
県
公
安
委
員
会
委
員
長

錦
田

剛
志

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
島
根
県
公
安
委
員
会
告
示

第
七
十
六
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
六
代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
島
根
県
公
安
委
員
会
告
示

第
七
十
六
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
神
戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

〇
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
三
号

次
の
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等
に
つ
き
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
期
限
の
延
長
に
よ

り
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
日

岡
山
県
公
安
委
員
会
委
員
長

内
田

通
子

一

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示

第
九
十
九
号
一
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
六
代
目
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

二

特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

令
和
二
年
七
月
七
日
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示

第
九
十
九
号
二
に
係
る
特
定
抗
争
指
定
暴
力
団
等

（
神
戸
山
口
組
）

変
更
前指

定
の
期
限

令
和
七
年
十
月
六
日
ま
で

変
更
後指

定
の
期
限

令
和
八
年
一
月
六
日
ま
で

衆

議

院

報
告
書
受
領

九
月
二
十
六
日
内
閣
か
ら
次
の
報
告
書
を
受
領
し
た
。

国
家
公
務
員
倫
理
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
六

年
度
国
家
公
務
員
の
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び

倫
理
の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
関
す
る
報
告

国
家
公
務
員
倫
理
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
く

職
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
に
関
す
る
訓
令
に
関
す
る
報

告自
衛
隊
員
倫
理
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
六
年

度
自
衛
隊
員
の
倫
理
の
保
持
に
関
す
る
状
況
及
び
倫
理

の
保
持
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
に
関
す
る
報
告

又
同
日
会
計
検
査
院
長
原
田
祐
平
か
ら
次
の
報
告
書
を

受
領
し
た
。

会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
報
告

書「
国
際
機
関
等
に
対
す
る
拠
出
等
の
状
況
に
つ
い
て
」

内

閣

〇
環
境
大
臣
臨
時
代
理
解
職

国
務
大
臣

伊
藤

忠
彦

環
境
大
臣
浅
尾
慶
一
郎
帰
朝
に
つ
き
内
閣
法
第
十
条
の
規

定
に
よ
る
臨
時
に
環
境
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務
大
臣
と

し
て
の
指
定
を
解
く

同

伊
藤

忠
彦

内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
浅
尾
慶
一
郎
帰
朝
に
つ
き
内
閣
府

特
命
担
当
大
臣
（
原
子
力
防
災
）事
務
代
理
を
免
ず
る（
以

上
九
月
二
十
九
日
）

総
務
大
臣
秘
書
官

吉
牟
田

剛

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

鹿
田
あ
ゆ
み

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る
（
以
上
九
月
三
十

日
）





皇 室 事 項

官 庁 報 告

令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

（ 内 閣 官 房 内 閣 審 議 官 （ 内 閣 官

房 副 長 官 補 付 ） ） 内 閣 事 務 官 橋 本 泰 宏

国 家 公 務 員 法 第 八 十 一 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り

令 和 八 年 九 月 三 十 日 ま で 異 動 期 間 を 延 長 す る

（ 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 付 ） 厚 生

労 働 事 務 官 岡 本 利 久

内 閣 事 務 官 （ 内 閣 官 房 内 閣 審 議 官 （ 内 閣 官 房 副 長

官 補 付 ） ） に 併 任 す る

（ 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 付 ） 厚 生

労 働 事 務 官 岩 井 勝 弘

内 閣 事 務 官 （ 内 閣 官 房 内 閣 審 議 官 （ 内 閣 官 房 副 長

官 補 付 ） ） の 併 任 を 解 除 す る （ 以 上 九 月 三 十 日 ）

（ 法 務 省 矯 正 局 総 務 課 長 ） 法 務

事 務 官 山 本 宏 一

法 務 省 大 臣 官 房 審 議 官 （ 矯 正 局 担 当 ） に 昇 任 さ せ

る

（ 法 務 省 矯 正 局 参 事 官 ） 同 山 本 隆 芳

法 務 省 矯 正 局 総 務 課 長 に 配 置 換 す る

（ 東 北 矯 正 管 区 総 務 企 画 部 長 ）

同 小 島 ま な 美

法 務 省 矯 正 局 参 事 官 に 転 任 さ せ る

（ 四 国 矯 正 管 区 総 務 企 画 部 長 ）

同 岩 田 輝 彦

東 北 矯 正 管 区 総 務 企 画 部 長 に 配 置 換 す る

（ 福 岡 刑 務 所 総 務 部 長 ） 同 大 峯 隆 義

四 国 矯 正 管 区 総 務 企 画 部 長 に 転 任 さ せ る （ 以 上 九

月 三 十 日 ）
財 務 省

佐 野 豪 俊

願 に 依 り 国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 監 事 を 免 ず る

（ 九 月 三 十 日 ）

松 林 健 一 郎

国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会 監 事 に 任 命 す る （ 十 月

一 日 ）

行 幸 啓
天 皇 皇 后 両 陛 下 は 、 滋 賀 県 に お い て 開 催 さ れ て

い る 第 七 十 九 回 国 民 ス ポ ー ツ 大 会 に 御 臨 場 、 併 せ

て 地 方 事 情 を 御 視 察 の た め 、 九 月 二 十 八 日 午 前 九

時 五 十 八 分 御 出 門 、 同 県 へ 行 幸 啓 、 同 月 二 十 九 日

午 後 八 時 五 十 二 分 還 幸 啓 に な っ た 。

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 中 華 人 民 共 和 国 の 国 祭 日 に つ き 、

九 月 三 十 日 同 国 主 席 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

天 皇 陛 下 は 、 パ ラ オ の 独 立 記 念 日 に つ き 、 九 月

三 十 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

天 皇 陛 下 は 、 キ プ ロ ス の 独 立 記 念 日 に つ き 、 九

月 三 十 日 同 国 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ た 。

労 働

最低賃金の改正決定に関する公示
静岡労働局最低賃金公示第１号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第12条の

規定に基づき、静岡県最低賃金（昭和55年静岡労
働基準局最低賃金公示第10号）の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第１項の
規定により公示する。
令和７年 10 月２日

静岡労働局長 國分 一行
第４号中「１時間1034円」を「１時間1097円」
に改める。

熊本労働局最低賃金公示第１号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第12条の

規定に基づき、熊本県最低賃金（昭和55年熊本労
働基準局最低賃金公示第１号）の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第１項の
規定により公示する。
令和７年 10 月２日

熊本労働局長 金谷 雅也
第４号中「１時間952円」を「１時間1034円」
に改める。

附 則
この決定は、令和８年１月１日から効力を生ず
る。

大分労働局最低賃金公示第１号
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第12条の

規定に基づき、大分県最低賃金（昭和55年大分労
働基準局最低賃金公示第１号）の一部を次のよう
に改正する決定をしたので、同法第14条第１項の
規定により公示する。
令和７年 10 月２日

大分労働局長 秋山 雅紀
第４号中「１時間954円」を「１時間1035円」
に改める。

附 則
この決定は、令和８年１月１日から効力を生ず
る。

法 務 省

小 寺 次 郎 池 本 壽 美 子 遠 藤 み ど り

難 民 審 査 参 与 員 に 任 命 す る （ 各 通 ）（ 九 月 二 十 一 日 ）

（ 京 都 地 方 検 察 庁 検 事 ） 検 事 村 川 美 智 子

辞 職 を 承 認 す る





公 告

令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報





令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

公 示 催 告






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間





令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

特別清算開始
令和７年（ヒ）第１００１号
島根県大田市温泉津町福光ハ1458番地３
清算株式会社 石央セラミックス株式会社
代表清算人 佐々木賢一

１ 決定年月日 令和７年９月12日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

松江地方裁判所出雲支部

特別清算協定認可
令和７年（ヒ）第２０４７号
東京都渋谷区桜丘町１番２号渋谷サクラス
テージセントラルビル11階
清算株式会社 飯綱東高原観光開発株式会社
代表清算人 荒木 達男
１ 決定年月日 令和７年９月10日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 清算株式会社は、別紙記載の各協定債権者
に対し、本協定の認可の決定が確定した日か
ら１か月以内に、協定債権額の17408765％
の金員を弁済する。
２ 前項の弁済は、各協定債権者の指定する金
融機関口座に振り込む方法により実施する。
但し、振込手数料は、清算株式会社の負担と
する。
３ 各協定債権者は、第１項の金員の弁済を受
けたときは、清算株式会社に対し、各協定債
権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
４ 第１項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権額の割合に応じて弁済する。この場
合においては、各協定債権者が前項の規定に
より行った残債務の免除は、新たにされた弁
済の限度で効力を失うものとする。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令
和

年


月

日
木
曜
日

第




号

官
報

会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 吸 収 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部

を 承 継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し

た 。
効 力 発 生 日 は 令 和 八 年 一 月 一 日 で あ り 、 両 社 の

株 主 総 会 の 承 認 決 議 は 令 和 七 年 九 月 三 十 日 に 終 了

し て お り ま す 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 九 月 十 六 日

掲 載 頁 七 十 三 頁 （ 号 外 第 二 〇 七 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 九 月 十 六 日

掲 載 頁 七 十 三 頁 （ 号 外 第 二 〇 七 号 ）

令 和 七 年 十 月 二 日

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 三 番 一 号 城 山 ト ラ

ス ト タ ワ ー 九 階

（ 甲 ） 株 式 会 社 テ ン ナ イ ン ・ コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン
代 表 取 締 役 大 澤 弘 毅

東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 八 番 七 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 ア イ コ ス

代 表 取 締 役 石 橋 宏 之

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 金 融 商 品 取 引 法 に よ る 有 価 証 券 報 告 書 提 出

済 。

（ 乙 ） 確 定 し た 最 終 事 業 年 度 は あ り ま せ ん 。

令 和 七 年 十 月 二 日

東 京 都 千 代 田 区 一 番 町 二 一 番 地

（ 甲 ） 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー

代 表 取 締 役 坂 田 幸 司

東 京 都 台 東 区 雷 門 二 丁 目 一 七 番 二 号 Ｎ Ｅ Ｗ

Ｎ Ｏ 浅 草 五 階 （ 乙 ） 株 式 会 社 Ｍ フ ロ ー

代 表 取 締 役 山 川 壽 史

所有者不明建物管理命令に関
する異議の催告


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正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

九

五
三
十
四
条

第
三
十
四
条

令和年月日 木曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
合
同
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

組
織
変
更
後
の
商
号
はS

A
M
U
R
A
I
A
S
S
E
T

F
IN
A
N
C
E 合
同
会
社

と
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
四
日

掲
載
頁

一
二
五
頁
（
号
外
第
一
二
三
号
）

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
七
番
四
六
号

S
A
M
U
R
A
I
A
S
S
E
T
F
IN
A
N
C
E 株
式
会
社

代
表
取
締
役

原

知
之

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は株

式
会
社
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｙ

と
し
ま

す
。効

力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
り
、
当

社
の
総
社
員
の
同
意
の
取
得
は
令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

石
川
県
金
沢
市
中
屋
南
二
五
二
番
地

合
同
会
社
ｓ
ｈ
ｉ
ｎ
ｙ

代
表
社
員

木
村

茂

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｒ
ｅ
ｃ
ｔ
ｏ
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
城
西
一
丁
目
一
〇
番
一
八
号

合
同
会
社
Ｗ
ｅ
ｂ
Ｐ
ｒ
ｏ

代
表
社
員

山
本

雄
太

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

鹿
児
島
市
郡
元
一
丁
目
二
番
一
一
号
Ｒ
Ｊ
Ｒ
プ
レ

シ
ア
郡
元
三
一
〇
号Ａ

ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｎ
ｙ
合
同
会
社

代
表
社
員

西

雅
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
百
三
十
万
円
減
少
し
二
千

九
百
七
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
二
日

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
日
比
田
四
二
四
番
地
一
二

有
限
会
社
テ
ィ
ー
エ
ー
エ
ス
赤
坂

代
表
取
締
役

鎌
田

路
貴

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
百
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
一
千
三
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
二
日

秋
田
県
大
仙
市
北
長
野
字
茶
畑
四
四
番
地
六

有
限
会
社
平
熊
商
店

代
表
取
締
役

平
瀨

孝
志

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

埼
玉
県
川
口
市
栄
町
二
丁
目
六
番
一
六
号

中
興
電
機
株
式
会
社

代
表
取
締
役

神
谷

道
之

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
大
伝
馬
町
二
番
一
六
号

株
式
会
社
江
戸
屋

代
表
取
締
役

濱
田

捷
利

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ベ
ル
ガ
ー

代
表
取
締
役

大
橋

譲

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
大
塚
莉

菜
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。令

和
七
年
十
月
二
日

東
京
都
渋
谷
区
幡
ヶ
谷
三
丁
目
三
九
番
一
二
番

渋
谷
ウ
ェ
ス
ト
ビ
ル
一
階

A
d
v
a
n
ta
g
e
S
o
lu
tio
n
s
G
lo
b
a
l
W
o
rk
s,L
L
C

日
本
に
お
け
る
代
表
者

大
塚

莉
菜

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
二
日

長
崎
県
佐
世
保
市
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
町
七
番
八
号

株
式
会
社
ジ
ャ
イ
ロ
ス
コ
ー
プ

代
表
清
算
人

桂

恵

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
九
月
十
七
日
開
催
の
臨
時
総
会

に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
五
万
円
か
ら
一
万
円
に

減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
二
日

福
岡
県
糸
島
市
前
原
北
一

六

三
四

西
日
本
建
和
協
同
組
合

代
表
理
事

西
原

幸
作

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
（
号
外
第
二
一
四
号
）
掲
載

の
第
二
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「資

本
準
備
金

」
と
あ

る
は
「そ

の
他
資
本
剰
余
金

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま

す
。令

和
七
年
十
月
二
日

岡
山
市
北
区
田
町
一
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
商
工

代
表
取
締
役

山
田

哲
也

令
和
七
年
四
月
二
十
一
日
（
号
外
第
八
十
九
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号
（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
）
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